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議 会 運 営 委 員 会 日 程 
令和 6 年２月１３日(火) 
午前 10 時 00 分から 
第 ２ 委 員 会 室 

 
協 議 事 項 

 
 

1. 提出予定議案について 

～ 議案第１号から議案第５５号までの計５５件 
※ 内訳 … 当初予算１２件、条例関係４０件、その他３件 
※ この他、R５補正予算、副市長の選任、監査委員の選任、教育委員会委員の任命、人権擁護委員の

候補者の推薦、固定資産評価審査委員会委員の選任が追加で提出予定 
(1) 採決日について 

○ 議２１ 手数料条例の一部改正…地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正のう
ち、戸籍法に係る部分の施行日である 3.1 までに議決を要するもの 

⇒ 早急な採決が必要であるため、２月通常会議初日に上程し、本会議での質疑の後、予算決算常
任委員会へ付託の上、本会議休憩中に分科会・全体会で審査を行い、当日即決することでよい
か 

⇒ 残る議案は、２月通常会議初日に上程のうえ、最終日採決でよいか 
～ 追加議案のうち、R５補正予算については、改めて 2.20(火)の議会運営委員会で御協議いただ

くが、現時点では、2.29(木)の代表質問に先立ち上程のうえ、他の議案と合わせて質疑、委員会
付託、採決のスケジュールを想定している 

 
(2) 質疑及び討論の通告締切について 

⇒ 以下の通りでよいか 
〇 初日即決議案 
・ 質疑通告締切 2.15(木)正午 
・ 討論通告締切 2.20(火)の委員会終了後、本会議再開 10 分前 
〇 その他の議案 
・ 質疑通告締切 2.22(木)正午 
・ 討論通告締切 3.19(火)午後 3 時 
～ 追加議案のうち R５補正予算については、その他の議案と同様の扱いを検討している 
 
 

2. ２月通常会議等の全日程について 

○ ２月通常会議 
～ 2.20(火)から 3.25(月)までの審議期間 35 日間 
⇒ 別紙全日程案のとおりでよいか 
 ※ 各種締切 …  2.15(木) 正午： 質疑（議 21）通告〆 
 2.20(火) 正午： 請願受付〆 
 2.21(水) 正午： 意見書案提出〆 
   代表質問通告〆 
 2.22(木) 正午： 質疑・一般質問通告〆 
 3.14(木) 午後 3 時： 意見書代案・決議案提出〆 
   態度報告（当初提出意見書案、予算関連議案） 
 3.19(火) 午後 3 時： 討論通告〆 
○ ３月特別会議 
～ 3.29(金)午前 10 時から（審議期間１日） 市税条例の一部改正議案等を審議予定 
※ 3.28(木)午前 10 時から 議会運営委員会（議案説明） 
※ 議運終了後、各会派説明会 
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3. ２月２０日の本会議の議事次第及び開議時刻について 

⇒ 開議時刻は午前 10 時、次第については別紙 議事次第（案）のとおりでよいか 
 

 

4. 令和６年度の議会関係長期日程について 

～ 別紙「長期日程案」のとおりでよいか 
 
 

5. オンライン一般質問の実施方針について 

～ 去るR5.11.10(金)の防災訓練において実施したオンライン一般質問の実演を受け、各会派から寄
せられた御意見を踏まえ、今後条例・規程・申し合わせの改正を行う 

⇒実施方針は別紙のとおりでよいか 
 
 

6. 各委員会におけるインターネット中継について 

～ ８月通常会議に引き続き、１１月通常会議の審議期間中も各委員会で YouTube による試験配信
を実施したところ、一部の委員会室において新たなトラブルが発生した 

～ トラブルの原因は判明し、解消済みである 
⇒ ２月通常会議の審議期間中についても、試験的な運用を継続し、問題がなければ次回の通常会議

から本格稼働することでよいか 
 
 

7. 委員会初会合の実施について 

～ 例年、招集会議での委員選任後に常任・特別委員会の初会合を実施し、各委員会が所管する部局
の業務概要の把握や所管事務(事項)調査の検討を行ってきた 

～ コロナ禍である R2 年度以降については資料配布のみ行ってきたところ、去る R5.5.31(水)議会運
営委員会において R6 年度からの再開を御決定いただき、その運用方法については改めて議会運営
委員会で協議することとなっていた 

～ 今後の運用方法について正副委員長案を別紙のとおり取りまとめた  
⇒ 御協議を 

 

 

8. タブレット端末の使用に係る政務活動費の適用について 

～ 去る R5.12.18(月)の議会運営委員会でのタブレット端末等の更新に係るプロジェクトチームから
の報告を踏まえ、当委員会において政務活動費と私費の切り分け並びに所有権について、改めて整
理をすることとなっていた 

⇒ 御確認を 
 

 

9. 次回の議会運営委員会の日程について 

⇒ 2.20(火) 本会議終了後 開催することでよいか 
※ 議題 …追加提出予定議案 ほか 
※ 議会運営委員会終了後、各会派への議案概要説明会が予定されている 
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10.その他 

(1) 代表質問における答弁の場所について 
～ 去る R5.5.31(水)の議会運営委員会において、代表質問の初問に対する答弁については、全て

の説明員が登壇して行うよう御決定いただいた。御承知おきを 
 

(2) 提出予定議案に係る情報の取り扱いについて 
～ 去る 1.25(木)の議会運営委員会において、委員会資料のホームページ公開を一律委員会開催

当日の午前９時とするよう御決定いただいたことに伴い、提出予定議案に係る情報についても当
該議案を取り扱う議会運営委員会開催日の午前９時に公開となる 

～ 上記を踏まえ、議員各位の情報の取り扱いについても御配慮を 
 

(3) 退職職員のあいさつ式について 
～ 毎年２月通常会議最終日の本会議終了後に定年退職される登壇説明員からあいさつをいただ

いている 
～ R5 年度からの定年延長に伴い、今年度における定年退職者はおらず、今後は役職定年制の導

入に伴い、定年退職する登壇部長級職員は原則いなくなる 
⇒ 退職職員のあいさつ式を廃止してはどうかと考えるが、よいか 


